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１.研究背景 
 日本では社会教育法により、公民館の設置

が進められてきた。このほかにも現在各地域

で地域センター、地区センター、生涯学習セ

ンターなど様々な名称の地域施設が建設され

ている。それらは市区町村ごとに設置され、

同じ名称でも地域によって異なる機能や制度

となっている。 
 しかしながら、これらの施設はコミュニテ

ィの基幹となることでは一致しており、コミ

ュニティセンターとしての役割を指向してい

る。そこで研究ではこれらをコミュニティ基

幹施設と位置づけその形成過程について考察

する。 

２.研究目的と方法 
本稿では神奈川県藤沢市を考察対象とす

る。藤沢市では市内最初の公民館が1951年と
社会教育法制定から2年後に設置されてお
り、1969年には神奈川県としては初めて鵠沼
公民館が第22回優良公民館として表彰され
るなど、公民館事業への早い段階からの積極

的な取り組みがみられる。また、鵠沼公民館

は小学校教科書で紹介され(＊1)、湘南台市民
センターは公共施設設計競技の先駆として注

目された(＊2)。活動の面では1981年から地区
市民集会という藤沢市独自の市民参加の取り

組みを始め、現在では地域経営会議を2009年
から開始するなどの市民によるまちづくりへ

の活発な活動をしている。その活動拠点とし

て市民センター・公民館を設置し、市内各地

区に建設している。 
そこで、藤沢市のコミュニティ基幹施設の

機能と市政への市民参加の成り立ちと活動内

容について調査し、それぞれの関係について

考察することからコミュニティ基幹施設の形

成過程について明らかにする。 

  ３.藤沢市の概況 
 地形として北はなだらかな相模原台地が
続き、南は江ノ島をもつ海水浴地である。東

南は鎌倉市に接した緩急の激しい土地となっ

ている。 
 1908年に藤沢町が発足。後に1940年に藤沢
市となる。現在は人口40万人を越え、神奈川
県内で4番目に人口の多い市となっている。
1950年には市制10周年を迎えるにあたり、ま
ちづくりを見直し、1955年に現在の市域に至
るまでの合併町村を基に13地区を設定し、そ
れぞれの特性に合わせた街づくりを始める。 
4.藤沢市のコミュニティ施設について 
 藤沢市の地域施設は5つの圏域に分類する
ことかできる(図1)。 
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  図1．藤沢市の地域施設集会圏域 
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この中で市によって設定される行政区域が最

も地域によって特徴のでる場所である。藤沢

市は13地区を設定し、市役所の窓口機能をも
つ市民センターを配置している。次に中学校

区で公民館を設けているが、こちらはいくつ

かの施設を除き、市民センターと併設になっ

ている。そして最小単位では市民の家を設置

している。市では、市民センターを行政拠点

として定めた設置を行っている。そして、市

民センターと公民館を併設する事で、地区ご

とに機能を集約させた機関施設を配置させて

市民センター・公民館を地域の拠点としての

機能や意識を高めた配置となっている。 
5.市民センター・公民館について 

5-1設置状況 
 現在、藤沢市内には市民センター12施設(う

ち分館1館)、公民館15施設(うち分館2施設)

がある。藤沢市の13の行政区画に1つの割合で

設置されている。 
    表1．市民センター・公民館一覧 

 
※ 石川市民センター石川分館は市民の家併設。 

※ 片瀬しおさいセンターは地域介護サービスセ

ンターであるしおさい荘を併設。 

分館を持つ地区は六会・藤沢・片瀬の3地区と

なっている。六会地区は市民センターの分館、

藤沢地区と片瀬地区は公民館の分館となって

いる。また、藤沢と村岡地区は市民センター

が併設されていない。1951年に藤沢公民館が

建設された後、1989年に湘南台市民センタ

ー・公民館が建設され、13地区全ての設置が

完了した。現在は善行、辻堂市民センター・

公民館以外は建て替えられている。一番新し

い施設は明治市民センター・公民館で2006年

に建て替えている。表1から平成以降に建てら

れた施設は分館を除き、2000㎡以上の延床面

積となっていることがわかる。また明治市民

センター・公民館が最も広い延床面積である。 

  5-2.市民センター・公民館の機能 
 市民センター・公民館では市民センター事

業、公民館事業、市民図書室の3つの事業を行

っている。 

市民センター・公民館
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窓口業務　　　　　　：各種届出・証明書等の交付、
　　　　　　　　　　　市税等の収納、福祉窓口
市民活動支援事業　　：地域経営会議関係・地域対策・防災対策
地域環境設備事業　　：緑の広場等維持管理・道路舗装打換・
　　　　　　　　　　　交通安全施設設備・公園愛護育成

主催事業　　　　　　：主催事業の企画・開催
公民館施設の貸出事業：施設貸出の受付案内　等

図書館事業
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    図2．市民センター・公民館事業 

 市民センター機能では窓口業務等で届出等

の受付や交付を行う市役所の機能や、地域経

営会議の本部となる市民活動の支援なども行

っている。公民館では施設の貸出、講座やイ

ベントの開催等が主な活動である。そのほか

図書館の機能も付帯させている。市民図書室

では総合市民図書館からシステム連絡車を運

行し、移動図書館のような機能を持たせてい

る。 

 開館時間についてみると、 
 市民センター:月~金8:30-17:00 

  平日12:00-13:00は証明書受付のみ 

  土日祝は12:00-13:00間、閉鎖 

      休館日 12/28-1/4 

 公民館:9:00-22:00 

        休館日 月1回月曜日 

 市民図書館:10:00-17:00 

        休館日毎週月曜日12/28-1/4 

と異なっており、同じ施設内だがそれぞれ違

う開館時間になっている。市民センター、市

民図書室事業の開館時間は市役所、総合市民

図書館と同様のものになっている。 

 各公民館の事業を見てみると、藤沢市民セ

ンター・公民館と村岡市民センター・公民館

では市役所の窓口事業はないが、市民活動支

援・地域環境設備事業は付帯している。それ

に対し、六会市民センター石川分館では窓口

事業はあるが、市民活動支援・地域環境設備

事業は行っていない。つまり、市民活動であ

る地域経営会議の拠点としては分館以外の13

ヶ所が設定されており、各地区に1つとなって

いる。また、市民センターとしての機能の 
   表2．市民センター・公民館事業一覧 
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要素は窓口業務が必須である事がわかる。湘

南大庭市民センター・公民館、湘南台市民セ

ンター公民館では市民図書室事業が行われて

いない。これは市民図書館が近い位置に設置

されているからである。藤沢、村岡市民セン

ター・公民館に窓口業務がないのも同様の理

由である。市民センター・公民館という基幹

施設に一律の機能を持たせるのではなく、あ

くまでもその地域に足りない機能だけを付帯

させている。六会市民センター・公民館では

他にコミュニティセンター事業が行われてい

るが、これは併設されている市民の家の事業

である。 
5-3.市民センター・公民館の施設貸出 
 市民センター・公民館のなかで施設貸出を

しているのは公民館事業である。よって、施

設の延床面積は公民館の割合が高くなってお

り、全館平均的に7割ほどの床面積を占めてい
る。市民センター事業は窓口業務だけなので

面積は要らず、市民図書室も本の貸出を主な

業務にしているので、閲覧スペースは少なく

なっている。 
 公民館の施設貸出をみてみると、全体的な

特徴として文化室の存在が挙げられる。他の

公民館では音楽室などが該当する室となる。 

  また子供室を設置していることも特徴として
挙げられる。子供を預ける場所を設ける事に

よって母親の積極的な活動への参加を促して

いる事がわかる。分館と本館に注目してみて

みると、それぞれ体育室とホールを分担して

いることがわかった。分館に体育室機能を移

す事で専門的な活動の行える室にしている。

これは藤沢の公民館の歴史の中で音楽サーク

ルの活動が活発であったことが関係している

と考えられる。防音施設と発表場所があるホ

ールを備えた公民館は音楽活動に最適な場所

であり、サークルだけではなくいくつかの楽

団も公民館を拠点としていたことからもホー

ルの重要性がわかる。 

 また、貸出備品について調べてみると、ピ

アノの設置が多くみられた。1施設に2台以上

設置している所もあり、音楽機材の充実がみ

られた。体育室の備品はスポーツ関連の物が

充実している。体育室のみの所は机や椅子、

スリッパ等を貸し出しているが、ホールのみ

の設置の所では、スポーツ備品は卓球台程度

しかみられなかった。他にも鵠沼公民館は子

供室の設置が無かったが和室2にベビーベッ

トなどの設置がみられ、実際の利用としては

子供室であることがわかった。 

                    表3．公民館貸出施設一覧 
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6．市民の家について 
 藤沢市では、市民センター・公民館の他に

地域施設として市民の家を設置している。こ

の施設は市民の家設置条例第1条から、市民相

互の交流を通じて、市民の自治意識の高揚、

連帯感の醸成及び文化の向上に資するため、

地域ごとに市民の家を設置することを定めら

れている。1975年から小学校区域に1施設とし
て2007年に1小学校区に1施設以上の41カ所
に設置された。市民の家は地域の団体や組織

の代表者などが役員となって運営管理委員会

を構成している。貸出室は集会室、和室など

で約210㎡の基準で建設されているが近年は
オープンスペースなども付帯されるようにな

ってきた。市民センター・公民館よりも身近

で気軽に集まれる自治会館のような役割を果

たしている。六会市民センター石川分館は市

民の家を併設しているが、すでに石川市民の

家が存在している。そのため、名称をコミュ

ニティセンターとして設置している。よって

他の市町村とのコミュニティセンターとは違

った意味を持つ施設となっている。 
7．藤沢市の市民活動について 
7-1.市民活動のあゆみ 
 藤沢市では1972年に当選した葉山市長の取
り組みにより、3カ年実施計画研究会を発足
し、学識経験者他、各種団体代表、地区代表

を交えて市政について討議した事から始ま

り、この議論を踏まえ、市民シンポジウムや

セミナーを開催し実績を積み、1981年から地
区市民集会を始め市民の声を市政に取り入れ

てきた。その後、1997年から地区市民集会を
発展させたくらし・まちづくり会議をスター

トさせた。13地区ごとの市民からボランティ
アで運営委員を公募および推薦で20名程を選
出し各地区の市民センター・公民館が事務局

となっている。この組織は市に提言・提案ま

たは市民に活動を提起する。湘南台地区で

2009年に地域経営会議を先行設置。同年9月に
全地区に設置完了した。 
7-2.地域経営会議について 
 「私たちの政府」という宣言のもとに自分

たちで自分たちの街をつくることを目的と

し、市民センター・公民館の予算と権限を拡

大する市内分権と地域経営会議と市民センタ

ー・公民館が地域住民と地域づくりをすすめ

ていく地域内分権を併せて地域分権とし積極

的に進めている。市民センター・公民館で月

に1度のペースで会議を開き、地区ごとの課題
や街づくりについて部会を結成している。 
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図3．地域経営会議の仕組み 

現在は以下の地域経営会議が13地区で運営さ

れている。組織名称には 
・御所見地域経営会議「ごしょみっく」 

・長後地区地域経営会議 

・遠藤地域経営会議(わくわく未来づくり会議) 

・湘南大庭経営会議 

・六会地区地域経営会議 

・明治地域経営会議 

・地域経営会議「ぜんぎょう」 

・藤沢地区地域経営会議 

・村岡いきいきまちづくり会議 

・辻堂地域経営会議 

・鵠沼地区地域経営会議 

・片瀬・江の島まちづくり協議会 

となっており、地区ごとに名称を設定してい

る。それぞれ、HPで活動報告を行い、議事録

や広報誌などの配布を行っている。 

8．まとめ 

 藤沢市では市民センター・公民館を行政・

地域の拠点施設すなわちコミュニティ基幹施

設としておくことで、市全体ではなくより細

かい単位での市民参加を促す仕組みをすすめ

ている事がわかった。公民館配置では中央公

民館がおかれることがあるが藤沢市では中央

を定めない事で地区の位置づけを並列にして

いる。これは地区ごとに異なる土地性や特徴

をもつことから生まれた結果である。地域的

個性を市としても早くに関心を持ち、地域政

策として実行してきた事が大きな要因であ

る。市民センター・公民館の設置に関しても

単なる窓口業務を行う場や生涯学習の場とし

て設置するのではなく、行政で明確な目標を

持って役割を定めている。 

 このようにコミュニティ基幹施設は生涯学

習・社会教育だけではなく、住民達の街づく

りについての集会場・広場としての役割が強

くなってきている。            
【注釈】 
＊1）｢小学校社会4上｣ 日本書籍 1989年発行 

＊2）新建築 8909 1989年9月発行、建築文化 8909.9101 1989年9月発行 

     日経アーキテクチュア 890821 1989年8月発行 
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